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 内部統制システム構築に関する基本方針 
 

当社は、平成29年6月16日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、下記

の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

1．取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(1) 当社が共有すべきルールや考え方を表した会社理念を通じて、当社における企業倫理の確立ならび

に取締役および使用人による法令、定款および社内規程の遵守の確保をするためコンプライアンス

管理体制を整備し、「企業行動憲章」を率先垂範するとともに、その遵守の重要性につきコンプライ

アンス教育をすることにより、その周知徹底をはかる。 

(2) コンプライアンス管理責任者は、「企業行動憲章」の周知徹底のための活動を行い、各部門における

法令、定款および社内規程の遵守状況の監査、問題点の指摘および改善策の提案等を行う。 

(3) 取締役は、重大な法令違反その他法令および社内規程の違反に関する重要な事実を発見した場合に

は、直ちに監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告する。 

(4) コンプライアンス管理責任者およびコンプライアンス委員会を通じて、当社における法令違反また

は「企業行動憲章」の違反またはそのおそれのある事実の早期発見に努める。 

(5) コンプライアンス委員会は、当社における不正行為の原因究明、再発防止策の策定および情報開示

に関する審議を行い、その結果を踏まえてコンプライアンス管理責任者は、再発防止策の展開等の

活動を推進する。 

(6)代表取締役直轄の内部監査室を設置し内部統制の監査を行う。 

 

2．取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

(1) 取締役および使用人の職務に関する各種の文書、帳票類等については、適用ある法令および「文書

管理規程」に基づき適切に作成、保存、管理する。 

(2) 取締役及び監査役は、株主総会議事録、取締役会議事録、その他事業運営上の重要事項に関する決

済書類をいつでも閲覧することができる。 

(3) 情報セキュリティに関しては、重要性を認識するとともに、情報セキュリティに関する規程、マニ

ュアル等を整備し、必要な社内教育を実施する。 

 

3．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(1) 当社は、適切なリスク管理を行うため、リスク管理規程を策定し、当該規程によりリスク管理に関

する方針及び体制を定める。 

(2) 各部門は、その担当事業に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえ

で、具体的な対応方針および対策を決定し、適切にリスク管理を実施する。 

(3) コンプライアンス管理責任者は、各部門が実施するリスク管理が体系的かつ効果的に行われるよう

必要な支援、調整および指示を行う。 

(4) 経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、コンプラ

イアンス委員会において十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会において報告

する。 

(5) 各部門は、当社の事業に関する重大なリスクを認識したときまたは重大なリスクの顕在化の兆しを

認知したときは、速やかに関係する実施責任者、運用責任者およびコンプライアンス管理責任者に

その状況を報告するとともに、特に重要なものについては、取締役会および監査役に報告する。 

 

4．取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1) 取締役会は、当社の中期経営目標ならびに年間予算を決定し、その執行状況を監督する。 
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(2) 取締役の職務の執行を迅速かつ効率的にするため、職務権限規程、稟議規程に基づき、各取締役、

従業員の職務権限を定め、さらに必要に応じ職務権限を移譲する。 

(3) 職務の執行により一層の迅速化・効率化を図るため必要と認められる場合は、その内容が定款変更

に関わる場合を除き、取締役会規程に基づく組織の変更を行うことができる。 

 

5．財務報告の信頼性を確保するための体制 

(1) 財務報告の信頼性および実効性を確保するため財務報告に係る内部統制の構築・運用を図る。 

(2) 財務報告の作成過程においては虚偽記載ならびに誤謬などが生じないように IT 統制を含め実効 

性のある統制環境体制を構築し運用する。  

 

6．監査役の職務を補助すべき従業員の独立性に関する事項 

(1) 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、会社は、監査役の職務を補助する

ため、当社の内部監査室の従業員の中から選び、専任の従業員として配置することができる。 

(2) 前号の監査役の職務を補助する従業員に係る人事異動、人事考課、処罰等の決定については、事前

に監査役会の承認を得ることとする。 

(3) 当社は、内部規程において監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨、

および、当該指揮命令に従わなかった場合には社内処分の対象となる旨を明記する。 

 

7．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 

(1) 取締役は、取締役会及びその他重要会議にて、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、重大

な法令・定款違反等、コンプライアンス上重要な事項を報告することとする。 

(2) 使用人は前項に関する重大な事実を発見した場合は、監査役に直接報告することができるものとす

る。 

(3) 内部監査室は、監査結果等内部監査に関する事項について監査役に報告するものとする。 

(4) 取締役及び使用人は、監査役が報告を求めた時には速やかに報告することとする。 

 

8．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(1) 監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席する。 

(2) 監査役は、随時経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧することができる。 

(3) 代表取締役、会計監査人、内部監査室、コンプライアンス委員会等は、それぞれ定期的及び随時に

監査役と意見交換を実施することにより連携を図るものとする。 

 

9．反社会的勢力との関係断絶に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

(1) 「反社会的勢力排除規程」において反社会的勢力排除を明記するとともに、当社の取締役及び使用

人に対し周知徹底を図ることとする。 

(2) 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関

係を構築する。 

 

（附則） 

1． 本基本方針の変更は、取締役会の決議によるものとする。 

2． 本基本方針は、平成 28年 6月 29日より実施する。 

平成 28年 8月 １日 改定・実施 

平成 28年 8月 22日 改定 

平成 28年 9月 １日 実施 

平成 28年 11月 15日 改定・実施 

平成 29年 6月 16日 改定・実施 


